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基準に関する条例

条 例 施行規則 要 綱

指定

居宅サービス

介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事

業の従業者、設備及び運営の基準に関する条

例（平成24年長野県条例第51号）

介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事

業の従業者、設備及運営の基準に関する条例

施行規則（平成25年長野県規則第22号）

長野県指定居宅サービス及び指定介護予防

サービス等の事業の従業者、設備及び運営の

基準に関する要綱(25健長介第144号)
指定

介護予防サービス

介護保険法に基づく指定介護予防サービス等

の事業の従業者、設備及び運営並びに指定介

護予防サービス等に係る介護予防のための効

果的な支援の方法の基準に関する条例（平成

24年長野県条例第52号）

介護保険法に基づく指定介護予防サービス等

の事業の従業者、設備及び運営並びに指定介

護予防サービス等に係る介護予防のための効

果的な支援の方法の基準に関する条例施行規

則（平成25年長野県規則第23号）

指定

介護老人福祉施設

介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の

従業者、設備及び運営の基準に関する条例

（平成24年長野県条例第53号）

介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の

従業者、設備及び運営の基準に関する条例施

行規則（平成25年長野県規則第24号）

長野県指定介護老人福祉施設の従業者、設備

及び運営の基準に関する要綱

（25健長介第145 号）

介護老人保健施設

介護老人保健施設の従業者、施設及び設備並

びに運営の基準に関する条例（平成24年長野

県条例第55号）

介護老人保健施設の従業者、施設及び設備並

びに運営の基準に関する条例施行規則（平成

25年長野県規則第25号）

長野県介護老人保健施設の従業者、施設及び

設備並びに運営の基準に関する要綱（25健長

介第147号）

養護老人ホーム
養護老人ホームの設備及び運営の基準に関す

る条例（平成24年長野県条例第56号）

養護老人ホームの設備及び運営の基準に関す

る条例施行規則（平成25年長野県規則第26

号）

長野県養護老人ホームの設備及び運営の基準

に関する要綱（25健長介第148号）

特別養護老人ホーム
特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に

関する条例（平成24年長野県条例第57号）

特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に

関する条例施行規則（平成25年長野県規則第

27号）

長野県特別養護老人ホームの設備及び運営の

基準に関する要綱（25健長介第149号）

軽費老人ホーム

軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関す

る条例の一部改正（平成24長野県条例第58

号）

軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関す

る条例施行規則（平成25年長野県規則第28

号）

長野県軽費老人ホームの設備及び運営の基準

に関する要綱（25健長介第150号）

介護医療院

介護医療院の従業者、施設及び設備並びに運

営の基準に関する条例（平成30年長野県条例

第16号）

介護医療院の従業者、施設及び設備並びに運

営の基準に関する条例施行規則（平成30年長

野県規則第18号）

介護医療院の従業者、施設及び設備並びに運

営の基準に関する要綱（30介第124号）

〇掲載先（長野県公式HP）
https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/kenko/koureisha/kaigo/jorei270401.html

※地域密着型サービス、居宅介護支援等については市町村の定める条例による
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介護老人保健施設の概要

心身機能の維持回復を図り、在宅復帰に向けて支援を要する要介護者に対し、施設サービスに基づき、以下①～④を
目的とした施設

①看護
②医学的管理下での介護
③機能訓練等の必要な医療
④日常生活上の世話を行う

• 入所対象者 病状が安定期にあり、①～③のサービスを必要とする要介護者
→施設では、在宅の生活への復帰をめざしてサービスが提供される
→在宅での生活ができるかどうかを定期的に検討して記録し、退所時には、本人や家族に適切な指導を行うとともに、
退所後の主治医や居宅介護支援事業者との密接な連携に努める

介護老人保健施設とは

長野県PRキャラクター「アルクマ」
Ⓒ長野県アルクマ 5



人員に関する基準

医師 入所者数を100で除して得た数以上（常勤換算方法）

薬剤師 入所者の数を300で除した数以上が標準であること

介護職員・看護職員

①入所者３人に１以上（常勤換算方法）、原則常勤
ただし、併設事業所の職務に従事する場合等で、条件を満たす場合は非常勤可

②看護職員の員数：看護職員・介護職員の総数の7分の２程度を標準
③介護職員の員数：看護職員・介護職員の総数の7分の５程度を標準

支援相談員 １人以上（入所者数100超の場合、常勤１人+100超部分常勤換算で100：１以上）

理学療法士・作業療法
士・言語聴覚士

入所者数を100で除して得た数以上（常勤換算方法）

栄養士・管理栄養士 入所定員100以上の施設にあっては１人以上

介護支援専門員
①常勤で１人以上（入所者100人に１人を標準、増員分は非常勤可）
②専従（入所者の処遇に支障がない場合は、その施設の他の職務またはサテライト施設の職務に従事すること
ができる）

調理員等 施設の実情に応じた適当数

従業者は、入所者の処遇に支障がない場合を除き、その施設の職務に専従

管理者
①専従（管理上支障がない場合は、他の事業所等、サテライト施設の職務に従事することができる）
②常勤

従事者の員数
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人員に関する基準

昼間の配置 ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員

夜間、深夜の配置 ２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員

ユニットリーダー
ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置
ユニットリーダー研修を受講した従業者を各施設に２名以上配置（２ユニット以下の場合は、１名）

従来型施設と併設
ユニット型施設と従来型施設は、それぞれ別施設として指定
ユニット型施設と従来型施設を併設した施設であれば、介護・看護職員の兼務可

ユニット型介護老人保健施設の勤務体制の確保等

参考：令和７年３月25日 介護保険最新情報Vol.1368
「令和７年４月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」

令和７年３
月31日まで
の取扱い！
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人員に関する基準

参考：令和７年３月25日 介護保険最新情報Vol.1368
「令和７年４月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」
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設備に関する基準

療養室（※）
①居室の定員：４人以下
②入所者１人当たりの床面積：８㎡以上

機能訓練室
（※）

1㎡に入所定員数を乗じて得た面積
（サテライト型・医療機関併設型は40㎡）以上

食堂 ２㎡に入所定員数を乗じて得た面積以上

浴室
①身体の不自由なものが入浴するのに適したもの
②一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入
浴に適した特別浴槽

洗面所 療養室のある階ごとに設ける

便所
①療養室のある階ごと
②ブザー等の設置など
③常夜灯

施設は専用とする（入所者の処遇に支障がない場合は、専用でなく
てよい）

（※）経過措置あり

ユニット型

療養室
入居定員原則概ね10人以下（15人まで）
①居室の定員：1人（または２人）
②入所者１人当たりの床面積：10.65㎡以上

機能訓練室
１㎡×入居定員数以上（ユニット型サテライト型小
規模・ユニット型医療機関併設型小規模介護老人保
健施設においては40㎡以上）

共同生活室
２㎡×その共同生活室のユニット入居定員以上を標
準

浴室

①要介護者、身体の不自由なもの等が入浴するのに
適したもの
②一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入
浴に適した特別浴槽

洗面設備・
洗面所

①居室ごと、または共同生活室ごとに適当数
②要介護者・身体の不自由な者の使用に適したもの

便所

①居室ごと、または共同生活室ごとに適当数
②ブザーを設けるとともに、要介護者・身体の不自
由な者の使用に適したもの
③常夜灯

医務室
①診療所とする
②入所者の診療に必要な医薬品・医療機器を備え、
必要に応じ臨床検査設備を設ける
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運営に関する基準

項目 内容

（１） 診療の方針

• 診療は、一般に医師として診療の必要性が認められる疾病・負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切
に行う

• 常に医学の立場を堅持して、心身の状況を観察し、心理的な効果をもあげるよう適切な指導を行う
• 病状、心身の状況、環境等の的確な把握に努め、入所者・家族に対し適切な指導を行う
• 検査・投薬・注射・処置等は、病状に照らして妥当適切に行う

（２）
必要な医療の提
供が困難な場合
等の措置等

• 必要な医療の提供が困難な場合、施設の医師は、協力医療機関（あるいは他の病院・診療所）への入院または対診
を求める等の措置をとる

• 不必要な往診や通院をさせてはならず、往診・通院の際は、他病院等の医師・歯科医師に対して、入所者について
の情報提供を行う

• 他院での診療後には、入所者の療養上必要な情報の提供を受け、その情報により適切な診療を行う

（3） 機能訓練
入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法・作業療法等の必要なリハビリ
テーションを計画的に行う

(４) 協力医療機関
• 入所者の病状の急変等に備え、あらかじめ協力医療機関を定めておくと共に、協力歯科医療機関を定めるように努

める

(５)
衛生管理等
（業務委託）

• 検体検査の業務
• 医療機器等の滅菌・消毒業務
• 特定保守管理医療機器の保守点検の業務
• 診療の用に供するガスの供給設備の保守点検の業務を委託する場合は、入所定員の規模に応じて医療法等の規定に

準じて行う

介護老人保健施設の運営基準（固有的な事項）
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運営に関する基準

項目 内容 内容のポイント

（1）
内容・手続きの説
明と同意

あらかじめ入所申込者または家族に、運営規程の概要等、サービスの
選択に関係する重要事項を文書で説明、同意を得て、提供を開始する。

• 「運営規程」と「重要事項説明書」の
記載内容（営業時間、通常の実施地域、
サービス提供の内容など）が相違しな
いこと

• 記載内容が事業の実態と乖離していな
いこと

（2） 提供拒否の禁止 正当な理由なくサービス提供を拒んではならない。

＜正当な理由がある場合とは＞
入院治療の必要がある場合その他入所者
に対し適切な指定介護福祉施設サービス
を提供することが困難な場合

（3）
サービス提供困難
時の対応

自ら適切なサービス提供が困難な場合、適切な施設や病院・診療所へ
の紹介などを行う

（4）
利用者の受給資格
等の確認

被保険者証によって、要介護認定の有無及び有効期間を確認のうえ、
認定審査会意見があるときには、それに配慮して提供する

（5）
要介護認定等の申
請に係る援助

認定申請を行っていない入所申込者の申請（必要な場合の更新認定の
申請）を援助する

(6) 入退所
定員超過となる場合、介護の必要の程度等を勘案して、サービスを受
ける必要性が高い者を優先的に入所させるよう努める

優先的な入所の取扱いは、透明性及び公
平性が求められるものであること

（7）
心身の状況等の把
握

• 入所申込者の心身の状況、病歴等を把握する
• 入所者の心身の状況、病状など居宅において日常生活を営むことが

できるかについて定期的に検討し、内容を記録しなければならない

入所者について、入所後早期に検討を行
い、少なくとも3月ごとには行うこと

（8）
居宅介護支援事業
者等との連携

退所後の主治医や居宅介護支援事業者、保健医療・福祉サービス提供
者と連携し、退所時には情報を提供する

介護保険施設の運営基準（共通的事項）
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運営に関する基準

項目 内容 内容のポイント

（9） サービスの提供の記録
入退所の年月日、施設の種類・名称を被保険者証に記載する。また、サービスを
提供した際には、提供した具体的なサービス内容等を記録する

（10） 利用料等の受領
施設サービス費用の１割（２割・３割）相当額に加え、食費や居住費、日常生活
費、要介護者の選定による特別なサービスの費用を徴収する

（11）
保険給付の償還請求の証
明書の交付

現物給付とならないサービス費用の支払いを受けた場合、内容・費用等を記載し
たサービス提供証明書を入所者・患者に交付する

（12） 身体拘束等の禁止
緊急やむを得ない場合を除いて、身体拘束など入所者の行動を制限する行為を
行ってはならない。緊急やむを得ず行った場合、所定事項を記録する。

<身体拘束適正化>
①対応を検討する委員会を３月に１
回以上開催し、その結果を従業者に
周知徹底を図る
②適正化のための指針を整備する
③介護職員等の従業者に対し、研修
を定期的に実施する措置を講ずる
（年２回以上、新規採用時には必ず
実施することが重要）

（13） 施設サービス計画の作成
介護支援専門員が、面接による課題の把握、計画原案の作成、入所者への説明・
同意に基づいて、施設サービス計画を作成し、入所者に交付する。作成後も必要
に応じて計画変更を行う。

計画作成担当介護支援専門員は、ア
セスメントやサービス担当者会議の
開催等手順に従い、入所者ごとの施
設サービス計画を作成する

（14） 診療の方針
診療は、一般に医師として診療の必要性が認められる疾病・負傷に対して、的確
な診断を基とし、療養上妥当適切に行う。

病状・心身の状況、環境等の的確な
把握に努め、入所者・家族に対し適
切な指導を行う

（15） 介護
・入所者の自立支援・日常生活の充実に資するよう、適切な技術で行う
・入所者等の負担により、施設の従業員以外の者による介護等を受けさせない

・１週間に２回以上、適切な方法に
より（ユニット型の場合は精神的に
快適な生活を営めるような観点か
ら）入浴あるいは清拭を行う
・排泄の自立に必要な援助及び離床、
着替え、整容などの介護を適切に行
う

（16） 食事
栄養などを考慮して適切な時間に提供し、できるだけ離床して食堂で
（ユニット型にあっては、入所者の意思を尊重しつつ、共同生活室で）
行われるよう努める

（17） 相談および援助
入所者の心身の状況等を的確に把握し、入所者・家族の相談に適切に応
じるとともに必要な助言その他の援助を行う 12



運営に関する基準

項目 内容 内容のポイント

（18）
その他のサービスの
提供）

• 教養娯楽設備等を備え、適宜レクリエーション行事を行う
• ユニット型では趣味・教養・娯楽の活動の機会を提供し支援する
• 常に入所者等の家族と連携を図り、交流の機会を確保する

（19） 栄養管理

入所者の栄養状態の維持と改善を図り、自立した日常生活を営むことが
できるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければ
ならない
※R6.4.1～義務化

管理栄養士（栄養士のみが配置されている施設や
栄養士又は管理栄養士を置かないことができる施
設については、併設施設や外部の管理栄養士の協
力により行うこととする）が入所者の栄養状態に
応じて、計画的に行うこと。
※参考通知「リハビリテーション・個別機能訓練、
栄養、口腔の実施及び一体的取組について」

（20） 口腔衛生の管理

入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができ
るよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛
生の管理を計画的に行わなければならない
※R6.4.1～義務化

• 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生
士が、介護職員に対し口腔衛生の管理に係る技
術的助言及び指導を年２回以上行う

• 従業者又は歯科医師等が入所者毎に施設入所時
及び月に１回程度の口腔の健康状態の評価を実
施すること

• 施設と計画に関する技術的助言若しくは指導又
は口腔の健康状態の評価を行う歯科医師におい
ては、実施事項等を文書で取り決めること

※参考通知「リハビリテーション・個別機能訓練、
栄養、口腔の実施及び一体的取組について」

（21）
入所者に関する市町
村への通知

入所者が正当な理由なく指示に従わず要介護状態の程度を悪化させたと
きや、不正な受給があるとき等は、意見を付して市町村に通知する

（22） 管理者による管理
管理者は常勤であり、かつ施設の管理業務に専従する（支障がない場合
は他の事業所、施設等または当該介護老人福祉施設のサテライト型居住
施設の職務に従事することができる）

（23） 管理者の責務
管理者は従業者・業務の管理を一元的に行い、規定の遵守に必要な指揮
命令を行う

13



運営に関する基準

項目 内容 内容のポイント

（24）
計画担当介護支
援専門員の責務

計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成等の他に以下の業務を行う
• 申込者の入所等に際し、居宅介護支援事業者に対する照会等により、心身の状況・病

歴・生活歴・サービス等の利用状況等を把握する
• 心身の状況・環境等を照らし、居宅において日常生活を営めるかどうかを定期的に検

討する
• 居宅で日常生活を営めると認められる入所者に対し、入所者・家族の希望、退所後お

かれる環境等を勘案し、円滑な退所のための援助を行う
• 退所に際し、居宅介護支援事業者に情報提供をするほか、保健医療サービス・福祉

サービスの提供者と密接に連携する
• 身体的拘束等の様態・緊急やむを得ない理由等を記録する
• 苦情の内容等・事故の状況及び採った処置を記録する

（25） 運営規程 ①サービスの内容・利用料等の費用額、②虐待防止のための措置など規程を定めておく
※虐待の防止に係る措置は、R6.4.1～義
務化

（26）
勤務体制の確保
等

• 適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定め、資質の向上のために、
その研修の機会を確保する

• 医療・福祉関係の資格を有さない者について、従業者に認知症介護基礎研修を受講さ
せる

※認知症介護基礎研修は、R6.4.1～義務
化

（27）
業務継続計画の
策定等

感染症や災害が発生した場合も利用者がサービス提供を受けられるよう、業務継続計画
を策定し、従業者に研修（年２回）と訓練（年２回）を実施する

※業務継続計画の策定は、R6.4.1～義務
化

（28） 定員の遵守
災害などやむを得ない事情がある場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて入所さ
せてはならない

（29） 非常災害対策
非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整
備し、定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難・救出等の必要な訓練を行う

（30） 衛生管理等

• 入所者が使用する施設、食器等の設備、飲用水について衛生的な管理に勤め、または
衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品・医療機器の管理を適正に行う

• 施設において感染症や食中毒が発生しないよう、またまん延しないように、委員会の
開催（３月に1回以上）、指針の整備、研修の実施（年２回以上）や訓練の実施（年２
回以上）の措置を講じる

※感染症の予防及びまん延の防止のた
めの訓練は、R6.4.1～義務化
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運営に関する基準

項目 内容 内容のポイント

(31) 協力病院等

入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、各要件を満たす協力医療機
関を定めなければならない
※協力医療機関との連携は、令和９年３月31日まで努力義務
※年に1回以上、協力医療機関と入所者の急変時等における対応を確認し、医療
機関の名称や医療機関との取り決めの内容を都道府県知事又は中核市の市長に
届け出ること→協力医療機関を確保できていない場合は、経過措置の期限内に
確保するための計画を併せて届出を行うこと

①入所者の病状が急変した場合等において医師
又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保
していること
②診療の求めがあった場合において診療を行う
体制を、常時確保していること
③入所者の病状が急変した場合において、医師
又は協力医療機関その他の医療機関の意思が診
療を行い、入院を要すると認められた入所者の
入院を原則として受け入れる体制を確保してい
ること

(32) 掲示
• 見やすい場所に、運営規程の概要や協力医療機関などの重要事項を掲示しな

ければならない
• 原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない

重要事項のウェブサイトへの掲載は、令和7年
４月１日から適用

(33) 秘密保持等
サービス従業者は、正答な理由なく、その業務上知り得た利用者または家族の
秘密を漏らしてはならない

（34）
居宅介護支援事
業者に対する利
益供与等の禁止

居宅介護支援事業者またはその従業者に対し、施設を紹介することの対償とし
て、金品その他財産上の利益を供与してはならない。また、施設からの退所者
を紹介することの対償として、同様の利益を収受してはならない。

(35)
生産性向上検討
委員会の設置

業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の
促進を図るため、入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担
軽減に資する方策を検討するための委員会（テレビ電話装置を活用して行うこ
とができる）を定期的に開催する

管理者やケア等を行う職種を含む幅広い職種に
より構成することが望ましい
※令和９年３月31日まで努力義務
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運営に関する基準

項目 内容 内容のポイント

（36） 苦情処理

• 苦情受付の窓口を設置するなど必要な措置をとり、苦情の内容を記録する
• 入所者や家族からの苦情について、市町村・国保連が行う調査に協力し、

市町村・国保連による指導又は助言に従って必要な改善を行い、求めが
あったときは報告する

（37） 地域との連携等
地域住民・自発的な活動との連携と協力など地域交流に努める。また、入所者
からの苦情に関し、市町村等が派遣する者が相談・援助を行う事業等に協力す
る

(38)
事故防止及び事
故発生時の対応

• サービスの提供により入所者に事故が発生した場合、速やかに市町村・家
族に連絡し、必要な措置を講じる

• 事故防止・再発防止のため、担当者を置き、指針・体制を整備し、研修
（年2回以上）を行う

事故防止検討委員会

(39) 虐待の防止
• 事業者は虐待の防止のために次の必要な措置を講じる
• 定期的な委員会の開催、指針の整備、研修を定期的（年2回以上）実施、担

当者の配置
※虐待の防止に係る措置は、R6.4.1～義務化

(40) 会計の区分 施設サービスの事業の会計をその他の事業の会計と区分する

(41) 記録の整備
施設サービス計画、提供した具体的なサービスの内容等についての記録を整備
し、完結の日から２年間保存する

事故、苦情、身体拘束に関する記録は５年間保
存（長野県条例）
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令和６年介護報酬改定事項（全サービス共通編）
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改定事項
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介護老人保健施設 基本報酬
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受講報告について

★受講確認票の提出締切日は令和８年１月16日（金）です。

（締切日以降は受付できなくなります。）

「説明動画の視聴＋資料の閲覧」→ 受講確認票の提出 → 出席となります。

長野県への受講報告はこちらの

QRコードから申請が可能です

提出方法

「ながの電子申請サービス（長野県）」より受講確認票を申請してください。

注意事項

✓ 同一事業所で複数のサービスを行っている事業所はサービス種別毎に報告をお願いします。

（例：訪問介護及び通所介護事業所を運営している場合、訪問介護、通所介護それぞれのサービス種別毎で受講報告をお願いします。）

✓ 医療みなし事業所及び施設みなし事業所は本集団指導における受講対象に含みます。

✓ 居宅介護支援事業所、地域密着型サービス、総合事業サービスは本集団指導の受講対象から除きます。

（当該サービスの集団指導については、各指定権者（市町村、広域連合）へお問い合わせください。）

✓ 休止中の事業所は回答不要です。

✓ 長野市及び松本市所在の事業所については、各市に受講確認を報告してください。
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